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1-1 計画策定の背景・目的 

本市では、平成28（2016）年２月に「京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、

ごみの減量・リサイクルを進めてきました。この間にも、国連では「持続可能な開発目標（SDGs）」

（平成27（2015）年9月）が採択され、経済・社会・環境にかかる課題に統合的に取り組んで

いくことが示されました。 

また、国においては「プラスチック資源循環促進法」の施行（令和４（2022）年４月）、「食品

ロスの削減の推進に関する法律」の施行（令和元（2019）年10月）など、循環型社会の形成に

向けた動きを加速させています。 

以上のことから、廃棄物行政を取り巻く状況の変化や社会環境の変化を踏まえ、市民・事業者・

行政の協働のもと、さらなるごみの減量・リサイクルを進め、持続可能な循環型社会の形成を目

指すための計画として、京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「本計画」という。）を

策定します。 

1-2 計画の位置づけ 

本計画は、廃棄物処理法第６条第１項の規定により策定する一般廃棄物処理計画の一部です。

京田辺市における一般廃棄物（ごみ）処理計画は、本計画と京田辺市一般廃棄物処理実施計画に

より構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 計画期間 

本計画は、令和６（2024）年度を初年度、令和10（2028）年度を中間年度、令和15（2033）

年度を最終年度とします。 

 

１．計画の基本的事項 

【国の法律・計画】 
環境基本計画 

循環型社会形成推進基本計画 
廃棄物処理基本方針 
資源有効利用促進法 

【京都府の計画】 
京都府環境基本計画 

京都府循環型社会形成計画 
（第３期） 

第４次京田辺市総合計画 
令和 2(2020)年度～令和 13(2031)年度 

第２次京田辺市環境基本計画 
平成 27(2015)年度～令和 6(2024)年度 

京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
令和 6(2024)年度～令和 15(2033)年度 

第１部 ごみ処理基本計画 
第２部 食品ロス削減推進計画 

 

＜実行計画＞ 
京田辺市一般廃棄物処理実施計画 

京田辺市分別収集計画 



 

2 

 

 

 

2-1 ごみ処理の現状 

（１）ごみの排出量の推移 

令和3（2021）年度における本市のごみ排出量は18,820tであり、平成24（2012）年度

と比較して約10％減少していますが、平成30（2018）年度以降は概ね横ばいで推移してい

ます。 

収集形態別に平成24（2012）年度と令和3（2021）年度を対比すると、家庭系ごみは約

２％減、事業系ごみは約26％減、集団回収は約26％減となっています。 

ごみ種類別に平成24（2012）年度と令和3（2021）年度を対比すると、燃やすごみは約

８％減、不燃・粗大・埋立ごみは約40％減、資源ごみは約75％増となっています。 

ごみ排出量の推移（収集形態別）       ごみ排出量の推移（ごみ種類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１人１日あたりの平均排出量の比較（京都府内自治体） 

令和３（2021）年度における本市の１人１日あたりの平均排出量（697g/人・日）は、京

都府平均（779g/人・日）より約10％低くなっています。なお、本市は京都府内26自治体中

5番目に少なくなっています。 

京都府内のごみ一人一日あたりの平均排出量（令和３（2021）年度） 

 
注）一般廃棄物処理実態調査（環境省）のごみ総排出量を推計人口を用いて試算しています。 

２．ごみ処理基本計画 
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（３）資源化量の推移 

本市の資源化量は、平成28（2016）年にプラスチック容器包装及び紙ごみの分別収集を始

めたことにより大きく増加しましたが、その後は、微減の傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 基本理念と基本方針 

第２次京田辺市環境基本計画の基本目標３を受け、本計画の基本理念を「循環型社会を形成

し、環境にやさしいまちづくり」とします。さらに、４つの基本方針を展開します。 

 

本計画の基本理念と基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜望ましい環境像＞ 

豊かな環境をともに育み、自然の恵みを未来へつなぐまち 京田辺 

（第２次京田辺市環境基本計画） 

＜基本理念＞ 

循環型社会を形成し、環境にやさしいまちづくり 
（第２次京田辺市環境基本計画の基本目標３） 

［基本方針１］ごみの発生抑制、再使用の促進 

［基本方針２］分別排出・リサイクルの促進 

［基本方針３］経済的・安定的なごみ処理システムの構築 

 ［基本方針４］情報発信と環境教育・普及啓発 



 

4 

 

2-3 ごみ処理の目標 

 本計画の数値目標及びごみ排出量・処理量の見込みは次のとおりです。 

本計画の数値目標 

目標項目 
令和3年度 

（2021年度） 
実  績 

令和10年度 
（2028年度） 

中間目標 

令和15年度 
（2033年度） 

最終目標 

１人１日あたりのごみ排出量 697g/人・日 640g/人・日 600g/人・日 

リサイクル率 16.9% 19.0% 20.9% 

注）令和３年度の１人１日あたりのごみ排出量は、推計人口（国勢調査結果に住民基本台帳の増減を加えた値）を

用いて算出しています。 

ごみ排出量・処理量の見込み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）四捨五入の関係で数値が一致しない場合があります。 
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2-4 目標達成に向けた施策 

 

 

 

 

 

 

（１）市民・事業者への啓発活動の推進 
ごみを出さないライフスタイルの促進 

ごみを作らないビジネススタイルの促進 

（２）食品ロスの削減 

食品ロス削減を促す啓発活動の推進 

市民・事業者等と連携した取組みの推進 

食品廃棄物の循環利用の促進 

（３）プラスチックごみの削減 

プラスチック削減を促す啓発活動の推進 

生産・流通過程でのプラスチック削減の促進 

市の施設における率先したプラスチックの削減 

（４）リユース（再使用）の推進 

市民ボランティア団体との共働によるリユース事業の充実 

リユース環境の整備 

リユース食器の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

（１）分別排出に関する啓発・指導 

の推進 

分別・リサイクルに関する啓発活動の推進 

家庭系ごみの分別ルール違反への対応 

事業系ごみの分別ルール違反への対応 

（２）紙資源のリサイクルの推進 

紙資源のリサイクルに関する啓発活動の推進 

雑がみの分別排出の促進 

事業系の紙資源リサイクルの促進 

（３）多様なリサイクル活動の促進 

再生資源集団回収事業の活性化 

公共施設等における拠点回収の拡充 

生ごみリサイクルの推進 

 

  

［基本方針１］ごみの発生抑制、再使用の促進（２Ｒ） 

［基本方針２］分別排出・リサイクルの促進 

SDGs の 

関連目標 

SDGs の 

関連目標 

重点施策３ 

重点施策２ 

重点施策１ 

重点施策４ 
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（１）収集・処理体制の整備・充実 

可燃ごみ広域処理施設の整備 

ごみ処理施設の安全で安定的な稼働 

収集・運搬体制の整備 

（２）ごみの適正処理の推進 
資源物の持ち去り対策の推進 

違法な不用品回収への対策の推進 

（３）不法投棄対策の推進 
不法投棄を防止する啓発活動の展開 

不法投棄に対する監視活動の強化 

（４）ごみ処理手数料の適正化 
ごみ処理手数料実態調査の実施 

ごみ処理手数料適正化の検討 

（５）災害廃棄物処理の体制整備と 

啓発推進 

災害に備えた事前対策の推進 

業務継続計画（BCP）の実効性の確保 

災害時のごみ出しに関する周知啓発 

 

 

 

 

 

 

 

（１）分かりやすい情報発信による 

環境意識の底上げ 

多様な媒体による情報発信、啓発活動の推進 

３Ｒ意識の浸透に向けた講座やイベントの企画 

（２）環境教育・環境学習の充実 

地域での環境学習の推進 

小学校を対象とした環境教育の推進 

京田辺エコパークかんなびとの連携 

大学と連携した啓発活動の推進 

（３）地域の環境美化活動の推進 
京田辺市すてきなまちなみ支援事業との連携 

市民団体などと連携した活動の推進 

 

 

 

 

  

［基本方針３］経済的・安定的なごみ処理システムの構築 

［基本方針４］情報発信と環境教育・普及啓発 

SDGs の 

関連目標 

SDGs の 

関連目標 

SDGsのアイコンの掲載について 

本計画では、国際連合が持続可能な開発目標として掲げる

SDGsの目標達成に貢献できるように取組みを進めます。各施

策において、SDGsの目標に関連する主なアイコンを掲載して

います。 
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2-5 市民・事業者・行政の役割分担 

計画を着実に推進するためには、ごみを排出する主体である市民・事業者及びごみ処理事業を

運営する行政といった、ごみ処理に関与するすべての主体が、それぞれの立場に応じた役割と責

任を認識しつつ、取組みを進めることが不可欠です。 

市民・事業者・行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【重点施策１】食品ロスの削減 

活動指標 食品ロス率 16.0%（令和3年度）→ 8.2%（令和15年度） 

主な取組み 

 食品ロス削減について学習する講座やイベントの実施 

 ３きり運動（使いきり、食べきり、水きり）の推進 

 フードドライブ活動の促進 

【重点施策２】プラスチックごみの削減 

活動指標 家庭系プラスチック廃棄物 7％削減（令和15年度における令和３年度比） 

主な取組み 

 プラスチック容器包装の分別徹底によるリサイクルの促進 

 ペットボトルの水平リサイクル（ボトルtoボトル）の検討 

 本市が調達する物品における使い捨てプラスチックの削減 

【重点施策３】リユース（再使用）の推進 

活動指標 
市民アンケートで日常的にリサイクル店等を利用する人の割合 

11.7％（令和3年度）→ 30.0％（令和15年度） 

主な取組み 

 リユースに対する広報・啓発活動の推進 

 リユース事業の担い手の強化（メンバーの拡大・多様化、学生団体等と連携） 

 イベントでのリユース食器の利用啓発 

【重点施策４】紙資源のリサイクルの推進 

活動指標 家庭系紙ごみ 10％削減（令和15年度における令和３年度比） 

主な取組み 

 多様な広報活動による紙資源リサイクル意識の醸成 

 再生資源集団回収における雑がみ回収の促進 

 古紙共同回収事業の情報収集 

 

重点施策（リーディングプロジェクト） 

市民 

行政 

三位一体で 

３Ｒを推進 

ごみを出さないライフ

スタイルへの転換 

市民・事業者を支援する
環境の整備 

環境に配慮したビジネ

ススタイルの構築 
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3-1 計画の基本的事項 

（１）計画策定の趣旨 

2015（平成27）年９月の国際連合総会で、「持続可能な開発目標」（SDGs）を中核とす

る「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、「目標12：持続可能な消費と生

産のパターンを確保する（つくる責任、つかう責任）」において、食料廃棄の削減目標が掲げ

られており、食品ロスの削減は国際的にも重要な課題となっています。 

こうした背景を踏まえ、国は平成30（2018）年６月、「第四次循環型社会形成推進基本計

画」において、家庭系食品ロスにおける半減目標を設定し、さらに令和元（2020）年７月、

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」で、事業系食品ロスにおける半減目標

を設定しました。また、食品ロスの削減を総合的に推進するため、令和元（2020）年10月に

「食品ロス削減推進法」が施行されました。 

本市では、「京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」において食品ロスの削減を重点プ

ロジェクトとして位置付けています。市民・事業者・各種団体・行政の多様な主体の連携によ

るさらなる食品ロス削減を計画的に推進していくために、「京田辺市食品ロス削減推進計画」

（以下、「本計画」という。）を策定するものです。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は「食品ロス削減推進法」第13条第１項の規定に基づき策定する「市町村の区域内に

おける食品ロスの削減の推進に関する計画」（市町村食品ロス削減推進計画）として位置付け、

「第２次京田辺市環境基本計画」、「第２期京田辺市健康増進計画・食育推進計画」等、本市の

諸計画と整合を図り、京都府の「京都府食品ロス削減推進計画」とも整合を図ります。 

また、この計画は京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画のうち食品ロス削減に関連する

事項の個別計画として位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

食品ロスの削減の 
推進に関する法律 

令和元(2019)年 10 月 1 日施行 

京都府食品ロス削減 
推進計画 

令和 3(2021)年度～令和
12(2030)年度 

第４次京田辺市総合計画 
令和 2(2020)年度～令和 13(2031)年度 

第２次京田辺市環境基本計画 
平成 27(2015)年度～令和 6(2024)年度 

京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
令和 6(2024)年度～令和 15(2033)年度 

第１部 ごみ処理基本計画 
第２部 食品ロス削減推進計画 

 

京田辺市健康増進計画 
・食育推進計画（第２期） 

令和 4(2022)年度 
～令和 13(2031)年度 

３ 食品ロス削減推進計画 
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3-2 基本理念・基本方針・基本目標 

（１）基本理念 

京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画において、市民・事業者・各種団体・行政がそれぞ

れの役割を認識し、協力を深め、よりよい地球、よりよい京田辺を後世に残していきたいとい

う想いを込め、「めざそう！フードロス・ゼロ 京田辺」を基本理念に掲げ、取組みを進めます。 

本計画においても、豊かな食文化と食べ物を大切にする意識を持つ私たちが“もったいない”

を再認識し、市民・事業者・各種団体・行政の相互の連携・協力により、食品ロスの削減につな

がる取組みを進め、環境負荷の少ない持続可能な循環型都市の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

 

 

 

食べ物を無駄にしない意識を持ち、食品ロス削減の必要性を認識することにより、主体的に

食品ロス削減行動を起こすことができるよう、市民・事業者に対する普及啓発を実施します。 

 

 

 

 

個々での取組みでは解決することが難しい食品ロスを、生産から消費までを全体で捉え、市

民・事業者、関係団体等の多様な主体と連携し、食品ロス削減の取組みを推進します。 

 

 

 

 

食品ロス削減に十分に取り組んだうえでも生じる食品廃棄物については、有効活用に向けた

食品リサイクルによる循環利用を促進します。 

 

  

＜基本理念＞ 

めざそう！フードロス・ゼロ 京田辺 

基本方針１ 食品ロスの削減を促す普及啓発 

基本方針２ 市民・事業者等と連携した取組みの推進 

基本方針３  食品廃棄物の循環利用の促進 
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（３）基本目標 

本市の１人１日あたりの食品ロス量は、令和３（2021）年度に101.2g/人・日と推計され、

令和12（2030）年度の京都府の目標106g/人・日及び国の目標112g/人・日をすでに達成

しています。しかしながら、国も京都府も平成12（2000）年度の半減を目標としており、本

市もこれにならい、平成12（2000）年度の半減を目標とします。 

 

食品ロス削減の基本目標（2030 年度に半減） 

項  目 

基準値 

平成12年度 

（2000年度） 

現況値 

令和３年度 

（2021年度） 

目標値 

令和12年度 

（2030年度） 

目標値 

令和15年度 

（2033年度） 

推計人口（人） 56,748 73,946 76,407 76,010 

年間日数（日） 365 365 365 365 

基
本
目
標 

１人１日 

当たり量 

（g/人・日） 

家庭系 83.5 79.7 31.0 31.0 

事業系 36.2 21.5 13.5 13.3 

合 計 119.7 101.2 44.4 44.3 

食品ロス量 

（t/年） 

家庭系 1,729 2,151 864 860 

事業系 750 581 375 370 

合 計 2,479 2,732 1,239 1,230 

 2000年度比 100％ 110％ 50％ 49.6％ 

注１）本市の人口実績は京都府の推計人口を用いました。 

注２）端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。 

注３）本市の平成12年度の食品ロス量は、燃やすごみ量に食品ロス率を乗じて推計しました。 

注４）本市の現況値（令和３（2021）年度）は推計値です。 

 

（４）各主体の役割 

市民・事業者・行政が、それぞれの立場で食品ロス削減に主体的に取り組み、三位一体で目

標の達成を目指します。 

 

食品ロス削減に向けた各主体の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜市民の役割＞ 

・食品ロス削減施策への参画 

・食品ロス削減の自主的取組み 

・事業者取組みへの協力 

＜行政の役割＞ 

・食品ロスに関する啓発推進 

・食品リサイクルの促進 

・先進的な取組みへの支援 

＜事業者の役割＞ 

・食品ロスの把握と社員啓発 

・食品ロス削減の取組みの推進 

・食品廃棄物の有効活用 

食品ロスの着実な削減 
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3-3 食品ロス削減に向けた施策 

 

 

 

（１）環境学習・教育の充実 

 食品ロス削減について学習する講座やイベントの実施 

 園児や小学生を対象とした環境学習の実施 

 食品ロス削減をテーマに作成した教材の活用 等 

（２）食品ロス削減方法の発信 

 食品ロス削減ハンドブック等による周知啓発 

 ３きり運動（水きり、使いきり、食べきり）の推進 

 SNS等を利用した情報発信 等 

 

 

 

 

（１）食品関連事業者における食品ロス削減の取組みの促進 

 京都府食べ残しゼロ推進店舗の拡大 

 宴会シーズンに合わせた3010運動の促進 

 食べ残し料理の持ち帰り運動の展開 

 フードシェアリングサービスの活用 等 

（２）フードドライブ活動の促進 

 市民団体等による自主的なフードドライブ活動の促進 

 災害時用備蓄食料・規格外品の有効活用 等 

（３）各主体との連携強化 

 市民・市民団体、事業者との情報共有・情報交換 

 環境省、消費者庁、農林水産省等が主催するキャンペーンへの参画 等 

 

 

 

 

（１）食品廃棄物の堆肥化 

 食べ残しによる食品ロス削減の検討 

 環境ボランティア団体と連携した家庭での堆肥化の促進 等 

（２）食品リサイクルの調査 

 他自治体における食品廃棄物のリサイクルの事例調査 等 

 

【基本方針１】食品ロス削減を促す普及啓発 

【基本方針２】市民・事業者等と連携した取組みの推進 

【基本方針３】食品廃棄物の循環利用推進 

京都府食べ残しゼロ推進 

店舗ステッカー 

出典：京都府ホームページ 

食品ロス啓発ポスター例 

出典：消費者庁ホームページ 
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